
​新旧対照表​
​改正後（新）​ ​改正前（旧）​ ​備考​

​【介護給付費（訪問系サービス）・移動支援費の算定について】​
​　令和​​８​​年​​４​​月​
​p.2​
​１　居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・移動支援計画の​
​作成​
​⑸　標準利用可能時間数について　・・・・・・・・・・・・・・　​​2​

​２　算定における留意事項​
​⑴　ヘルパーの２人派遣について　・・・・・・・・・・・・・・　3​
​⑵　運転中の算定について　・・・・・・・・・・・・・・・・・　3​
​⑶​​　提供時間の間隔について　・・・・・・・・・・・・・・・・　​​4​
​⑷​​　減算対象ヘルパーについて・・・・・・・・・・・・・・・・　4​
​⑸​​　ヘルパーが利用者と一緒に行う家事について・・・・・・・・　4​

​p.3​
​Ⅱ　居宅介護等計画及び算定方法の概要​
​２　算定における留意事項​
​⑴　ヘルパーの２人派遣について​
​（略）​
​※　重度訪問介護の熟練従業者による同行支援については、「重度訪​
​問介護における熟練従業者による同行支援の取扱いについて」（令和​
​７年10月17日札障第2795号札幌市保健福祉局障がい保健福祉部長通​
​知）を参照してください。​

​⑵　運転中の算定について​
​ヘルパーが運転手を兼ねている場合の、運転時間については、報酬算​
​定の時間から除きます。​
​※　重度障害者等の常時の支援を必要とする利用者に対して、運転手​
​の他のヘルパーが、移動中も利用者の隣で、常時支援を行える体制で​
​ある場合を除く。​

​※　障害者総合支援法に基づく居宅介護、行動援護、同行援護、重度​
​訪問介護、重度障害者等包括支援及び地域生活支援事業の移動支援事​

​【介護給付費（訪問系サービス）・移動支援費の算定について】​
​　令和​​６​​年​​４​​月​
​P.2​
​１　居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・移動支援計画の​
​作成​
​⑸　標準利用可能時間数について　・・・・・・・・・・・・・・　​​3​

​２　算定における留意事項​
​⑴　ヘルパーの２人派遣について　・・・・・・・・・・・・・・　3​
​（新設）​
​⑵　提供時間の間隔について　・・・・・・・・・・・・・・・・　​​3​
​⑶　減算対象ヘルパーについて・・・・・・・・・・・・・・・・　4​
​⑷　ヘルパーが利用者と一緒に行う家事について・・・・・・・・　4​

​p.3​
​Ⅱ　居宅介護等計画及び算定方法の概要​
​２　算定における留意事項​
​⑴　ヘルパーの２人派遣について​
​（略）​
​（新設）​

​（新設）​

​（変更）​

​（変更）​

​（新設）​
​（変更）​

​（新設）​

​（新設）​



​改正後（新）​ ​改正前（旧）​ ​備考​
​業を実施する事業者が行う障害者及び障害児の運送については、道路​
​運送法（昭和26年法律第183号）上、運送サービスに対する報酬が支​
​払われないと扱われるものは、有償の運送には該当しないため許可​
​（同法第４条又は第43条の事業許可）又は登録（同法第79条の登録）​
​は不要です。詳細は、「道路運送法における許可又は登録を要しない​
​運送に関するガイドラインについて」（令和６年３月１日国自旅第​
​359号各地方運輸局自動車交通部長・沖縄総合事務局運輸部長宛国土​
​交通省物流・自動車局旅客課長通知）を参照の上、判断に迷う場合は​
​運輸局へお問い合わせください。​

​⑶​​　提供時間の間隔について​
​（略）​
​⑷​​　減算対象ヘルパーについて​
​（略）​
​⑸​​　ヘルパーが利用者と一緒に行う家事について​
​（略）​

​【​​自己点検表（居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護）】​

​⑵​​　提供時間の間隔について​
​（略）​
​⑶​​　減算対象ヘルパーについて​
​（略）​
​⑷​​　​​ヘルパーが利用者と一緒に行う家事について​
​（略）​

​【​​自己点検表（居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護）】​

​（変更）​

​（変更）​

​（変更）​

​（新設）​


